
明ヶ原国有林森林整備事業（伐採系・造
林）
（全木伐倒（保護伐）3,727㎥（8.29ha）、
集造材・運材2,300㎥、トラック運搬2,300
㎥、層積検知1,230㎥、植付8.29ha、搬
出道補修一式）

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長
中本　貴美

島根県松江市
内中原町207

令和元年5月20日
明ケ原事業共同
事業体

島根県松江市東
朝日町87-6

予決令第99条
の2（不落・不
調随意契約）

- 38,343,041 38,167,200 99.5% - - - 1 0

事業実
績、実務
経験者の
在籍等

-

赤滝山林業専用道新設工事現場技術
業務委託
（一式）

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長
梅木　洋一

広島県広島市
中区吉島東3-
2-51

令和元年5月20日

一般財団法人　日
本森林林業振興
会　大阪支部
法人番号
2010005003425

大阪府大阪市北
区天神橋3-10-17

予決令第99条
の2（不落・不
調随意契約）

- - 4,644,000 - - - - 0 0

業務実
績、実務
経験者の
在籍等

-

貴船山国有林外林内整備作業
（一式）

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局　京
都大阪森林管理事務所長
勝占　保

京都府京都市
上京区西洞院
通り下長者町
下ル丁子風呂
町102

令和元年5月27日

酒井営林事業　有
限会社
法人番号
2130002022977

京都府京都市右
京京北区灰屋町
塩ノ谷16-1

会計法第29条
の3第4項（緊
急随意契約）

平成30年台風21号の影響で貴船山国有林外の立木
に傾斜が見られ、傾斜木の放置による被害発生の恐
れがあり早急な撤去が求められており、緊急随意契
約により実施した。

- 4,070,000 - - - - - - - -

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。

特別な競
争参加資
格
（※提案
者の数が
１の場合
の記載事
項）

備　　考

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社
団法人又
は特例財
団法人を
含む。）

別紙様式５

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属す
る部局の名称及び所在地

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び
住所

随意契約によ
ることとした
会計法令の根
拠条文（企画
競争等）

競争性のない随意契約によらざるを得ない理由 予定価格 契約金額
国認定、
都道府県
認定の区

分

落札率

公益法人の場合
再就職の
役員の数
（※契約
の相手方
が農林水
産省が所
管する特
例社団法
人又は特
例財団法
人の場合
の記載事
項）

提案者の
数

名称 所在地 商号又は名称 住所
公益法人
の区分


	物役（随契）

